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条 例 

 

 江東区議会議員政治倫理条例を公布する。 

令和７年５月２３日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区条例第２９号 

江東区議会議員政治倫理条例 

（目的） 

第１条 この条例は、江東区議会（以下「議会」

という。）及び江東区議会の議員（以下「議

員」という。）が区民全体の奉仕者として人格

及び倫理の向上に努め、いやしくもその権限又

は地位に基づく影響力を不正に行使して自己又

は特定の者の利益を図ることのないよう政治倫

理基準を定める等、必要な措置を講ずることに

より、区政に対する区民の信頼に応えるととも

に、公正で開かれた民主的な区政の発展に寄与

することを目的とする。 

（議会の役割） 

第２条 議会は、前条の目的を達成するため、議

員の政治倫理向上に資する取組を進めるととも

に、区民に対する説明責任を果たし、議員活動

の公正性及び透明性を確保しなければならない。 

（議員の責務） 

第３条 議員は、区民全体の奉仕者として区政に

携わる権能及び責務を深く自覚し、第５条第１

項各号に定める政治倫理基準（以下「政治倫理

基準」という。）、法令、条例等を遵守して活

動しなければならない。 

２ 議員は、自ら研鑽
けんさん

を積み、資質を高めると

ともに、区民の信頼に値する倫理性を保持し、

区民全体の奉仕者として名誉及び品位を損なう

ような一切の行為を慎むよう努めなければなら

ない。 

３ 議員は、議会及び議員の活動を積極的に区民

に明らかにし、自ら率先して説明責任を果たさ

なければならない。 

（区民の役割） 

第４条 区民は、議員に対し、その権限又は地位

の影響力を不正に行使させるよう働き掛ける等、

政治倫理基準に違反するいかなる行為も求めて

はならない。 

２ 区民は、区民全体の奉仕者たる議員の活動及

び政治姿勢に注目するとともに、議員に対し、

当該議員の活動及び政治姿勢について説明を求

めることができる。 

（政治倫理基準） 

第５条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守

しなければならない。 

(1) 区政運営若しくは議会運営に著しく影響を

与えるものであって、区民の信用若しくは信

頼を失墜させる行為又は不正の疑惑を持たれ

るおそれのある行為を行わないこと。 

(2) 区が行う委託、請負その他の契約又は指定

管理者の指定に関し、その権限又は地位の影

響力を不正に行使し、特定の個人、企業その

他の団体のために有利又は不利な取り計らい

をしないこと。 

(3) 区の職員並びに区が資本金、基本金その他

これに準ずるものを出資し、又は拠出してい

る団体及び指定管理者の役職員に対し、その

権限又は地位の影響力を利用することにより、

公正な職務の執行を妨げ、又は職権を不正に

行使する働き掛けをしないこと。 

(4) その権限又は地位の影響力を利用して、職

務の公正を疑われるような、いかなる金品の

授受等をしないこと。 

(5) その権限又は地位の影響力を利用して、何

人に対しても、嫌がらせをし、強制若しくは

強要し、又は圧力をかける等、人権侵害のお

それのある全てのハラスメント行為をしない

こと。 

(6) 報告会、チラシ、ＳＮＳ等を利用した情報

発信により、誹謗中傷の発言をする等、他人

の名誉を毀損し、若しくは人格を損なう一切

の行為をしないこと又は第三者をして同様の

行為をさせないこと。 

２ 議員は、政治倫理基準に違反する事実がある

との疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度を

もって、真相を明らかにするとともに、区民及

び議会に対して説明責任を果たさなければなら

ない。 

（兼業の報告義務） 

第６条 議員は、自ら事業を営んでいる者又は当

該議員が役員、顧問その他これらに準ずる職

（以下「役員等」という。）に就いている法人

等で、次の各号のいずれかに該当する場合は、

別に定める兼業報告書を速やかに議長に提出し

なければならない。当該報告書の内容に変更が

あったときも同様とする。 

(1) 区に対し請負をする主として収益事業を営

むもの 

(2) 区の許認可が必要な事業を営むもの 

(3) 区から補助金等を受け、又は受けようとす
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るもの 

(4) 区の指定管理者の指定を受けるもの 

２ 前項の規定は、議員が新たに自ら事業を営む

こととなったとき、又は新たに法人等の役員等

に就くこととなった場合について準用する。 

（請負の報告義務） 

第７条 議員は、自らが事業を営んでいる場合の

当該事業、又は当該議員が役員等に就いている

法人等の事業のうち、前会計年度（当該議員が

議員である期間に限る。）における区に対する

請負がある場合は、別に定める請負状況等報告

書を速やかに議長に提出しなければならない。 

２ 議員は、議長に提出した請負状況等報告書の

内容を訂正する必要があるときは、別に定める

請負状況等訂正届を速やかに議長に提出しなけ

ればならない。 

（報告書等の閲覧） 

第８条 議長は、前２条の規定により提出された

兼業報告書、請負状況等報告書及び請負状況等

訂正届を、当該報告書等を提出した議員の在任

期間中、区民からの請求に応じて閲覧に供しな

ければならない。 

（調査請求） 

第９条 議員に政治倫理基準に違反する行為をし

た疑いがあると認めるときは、区民にあっては

議員の選挙権を有する者の１，０００人以上の

連署をもって、議員にあっては議員定数の８分

の１以上の者の連署をもって、それぞれの代表

者（以下「請求代表者」という。）から議長に

調査請求をすることができる。この場合におい

て、請求代表者は、別に定める調査請求書に当

該行為に係る資料を添えて、議長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の調査請求の内容が議長に関するもので

あるときは、同項の規定にかかわらず、副議長

に調査請求をするものとする。この場合におい

て、次項及び第４項、次条並びに第１３条中

「議長」とあるのは、「副議長」と読み替える

ものとする。 

３ 議長は、第１項の調査請求書を受理したとき

は、その記載内容及び添付資料を確認し、不備

があると認めるときは、相当の期間を定めて請

求代表者に対し、その補正を命ずることができ

る。 

４ 議長は、調査請求の内容が別に定める要件に

該当するとき、又は請求代表者が前項の規定に

よる補正命令に従わないときは、当該請求を却

下するものとする。調査請求が不適法であって

補正することができないことが明らかなときも

同様とする。 

５ 調査請求は、当該請求に係る行為のあった日

の翌日から起算して１年を経過したときは、請

求することができない。ただし、正当な理由が

あると認められるときは、この限りでない。 

（政治倫理審査特別委員会の設置等） 

第１０条 議長は、前条第３項の規定による確認

の結果、調査請求が適正であると認めたときは、

江東区議会委員会条例（昭和３１年９月江東区

条例第７号。以下「委員会条例」という。）第

４条に基づき政治倫理審査特別委員会（以下

「委員会」という。）を設置し、当該調査請求

に係る事案（以下「審査事案」という。）の審

査を委員会に付託するものとする。 

２ 委員会の委員の定数は、委員会条例第４条第

２項の規定にかかわらず、１１人とする。 

（委員会の審査） 

第１１条 委員会は、審査事案の審査（以下単に

「審査」という。）を付託されたときは、政治

倫理基準に違反する行為の存否及び次条に定め

る措置について審査及び報告する。 

２ 委員会は、前項の規定による審査を行うため、

調査請求の対象となった議員（以下「対象議

員」という。）又は関係人に対し、事情聴取等

の必要な調査をすることができる。 

３ 対象議員は、委員会から審査に必要な資料の

提出又は委員会への出席要求がある場合、それ

に従わなければならない。 

４ 委員会は、審査に際し、対象議員の求めがあ

ったときは、文書又は口頭による弁明の機会を

与えなければならない。 

５ 委員会は、審査を委員会に付託した日から６

０日以内に、議長に対し審査結果を報告するよ

うに努めるものとする。 

６ 委員会は、審査に当たっては、委員会条例第

２７条の２に規定する参考人として、政治倫理

に識見を有する者に出席を求めることができる。 

（議会の措置） 

第１２条 議会は、前条第５項に規定する委員会

からの報告を受けた事項を尊重し、当該対象議

員が政治倫理基準に違反したと認められるとき

は、議会の名誉及び品位を守り、区民の信頼を

回復するために必要と認める措置を講ずるもの

とする。 

２ 議会は、委員会から対象議員が政治倫理基準

に違反していないと報告を受けたときは、当該

対象議員の名誉を回復する措置を決定するもの
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とする。 

（結果の通知及び公表） 

第１３条 議長は、審査結果について、議決後、

速やかに請求代表者に議決結果を送付するとと

もに、その概要を公表しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、

議長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 

 

江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正する

規則を公布する。 

 令和７年５月２０日 

      江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４６号 

   江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正

する規則 

 江東区住民基本台帳事務規則（昭和６３年３月

江東区規則第２号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式及び別記第５号様式を次のよう

に改める。
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別記第４号様式（第３条関係） 
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別記第５号様式（第３条関係） 

 
別記第７号様式を次のように改める。 
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別記第７号様式（第９条関係） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年５月２６日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区住民基本台帳事務規則の別記第７号様

式による用紙で、現に残存するものは、所要の

修正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行細則等の一部を改正する規則

を公布する。 

 令和７年５月２０日 

      江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４７号 

   江東区高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律施行細則等の一部を改

正する規則 

（江東区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行細則の一部改正） 

第１条 江東区高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行細則（平成１２年３

月江東区規則第１６号）の一部を次のように改

正する。 

別記第１２号様式中「係員印」を「係員氏

名」に改める。 

（江東区長期優良住宅の普及の促進に関する法律

施行細則の一部改正） 

第２条 江東区長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律施行細則（平成２１年６月江東区規則第

５１号）の一部を次のように改正する。 

  別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第１０条関係） 

 
  別記第４号様式から別記第６号様式までを次のように改める。 
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別記第４号様式（第１１条関係） 
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別記第５号様式（第１１条関係） 
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別記第６号様式（第１２条関係） 
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（江東区不燃化推進特定整備地区における老朽建

築物等の適正管理に関する条例施行規則の一部改

正） 

第３条 江東区不燃化推進特定整備地区における

老朽建築物等の適正管理に関する条例施行規則

（平成２６年６月江東区規則第３１号）の一部

を次のように改正する。 

別記第６号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行細則、江東区長期優良住

宅の普及の促進に関する法律施行細則及び江東

区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物

等の適正管理に関する条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

 令和７年５月２０日 

      江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４８号 

   江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 別記第１４号様式を次のように改める。
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別記第１４号様式（第１２条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区特別区税条例施行規則の別記第１４号

様式による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区空家等対策の推進に関する特別措置法施

行細則を公布する。 

 令和７年５月２０日 

       江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４９号 

江東区空家等対策の推進に関する特別措置

法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下

「法」という。）の施行に関し、空家等対策の

推進に関する特別措置法施行規則（平成２７年

総務省令・国土交通省令第１号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（報告徴収） 

第２条 法第９条第２項の規定による報告の徴収

は報告徴収書（別記第１号様式）により、同項

の規定による報告は報告書（別記第２号様式）

により行うものとする。 

（立入調査等） 

第３条 法第９条第３項の規定による通知は、立

入調査通知書（別記第３号様式）により行うも

のとする。 

２ 法第９条第４項に規定する証明書は、立入調

査員証（別記第４号様式）とする。 

（助言又は指導） 

第４条 法第１２条の規定による助言は、口頭そ

の他の方法により行うものとする。 

２ 法第１３条第１項の規定による指導は、指導

書（別記第５号様式）により行うものとする。 

３ 法第２２条第１項の規定による助言は、口頭

その他の方法により行うものとする。 

４ 法第２２条第１項の規定による指導は、指導

書（別記第６号様式）により行うものとする。 

（勧告） 

第５条 法第１３条第２項の規定による勧告は、

勧告書（別記第７号様式）により行うものとす

る。 

２ 法第２２条第２項の規定による勧告は、勧告

書（別記第８号様式）により行うものとする。 

（命令） 

第６条 法第２２条第３項の規定による命令は、

命令書（別記第９号様式）により行うものとす

る。 

（命令に係る事前通知書等） 

第７条 法第２２条第４項の通知書は、命令に係

る事前の通知書（別記第１０号様式）とする。 

２ 法第２２条第４項の意見書は、意見書（別記

第１１号様式）とする。 

３ 法第２２条第４項及び第６項に規定する代理

人は、あらかじめ、その委任状を区長に提出し

なければならない。 

（意見の聴取の請求等） 

第８条 法第２２条第５項の規定による請求は、

意見聴取請求書（別記第１２号様式）により行

うものとする。 

２ 法第２２条第７項の規定による通知は、意見

聴取通知書（別記第１３号様式）により行うも

のとする。 

３ 法第２２条第７項の規定による公告は、標識

（別記第１４号様式）による標識の設置及び江

東区公告式条例（昭和２９年１２月江東区条例

第７号）第２条第２項に規定する門前掲示場へ

の掲示その他の方法により行うものとする。 

（代執行） 

第９条 法第２２条第９項の規定により行政代執

行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるとこ

ろに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又

は第三者をしてこれをさせる場合の同法第３条

第１項の規定による戒告は、戒告書（別記第１

５号様式）により行うものとする。 

２ 前項に規定する場合における行政代執行法第

３条第２項の代執行令書は、代執行令書（別記

第１６号様式）とする。 

３ 第１項に規定する場合における行政代執行法

第４条に規定する証票は、執行責任者証（別記

第１７号様式）とする。 

４ 第１項に規定する場合における行政代執行法

第５条の規定による納付の命令は、代執行費用

納付命令書（別記第１８号様式）により行うも

のとする。 

（公示の方法） 

第１０条 法第２２条第１３項の規定による公示

は、法及び規則で定める方法のほか、江東区公

告式条例第２条第２項に規定する門前掲示場へ

の掲示その他の方法により行うものとする。 



（第 928 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 6 月 16 日（月曜日） 

 

 

 

18 

（委任） 

第１１条 この規則の施行に際し必要な事項は、

区長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。
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江東区職員の期末手当に関する規則及び江東区

職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改

正する規則を公布する。 

 令和７年５月２０日 

       江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５０号 

   江東区職員の期末手当に関する規則及び江

東区職員の退職手当に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

（江東区職員の期末手当に関する規則の一部改

正） 

第１条 江東区職員の期末手当に関する規則（昭

和５０年３月江東区規則第２７号）の一部を次

のように改正する。 

  別記第３号様式中「禁錮」を「拘禁刑」に改

める。 

（江東区職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部改正） 

第２条 江東区職員の退職手当に関する条例施行

規則（昭和３２年７月江東区規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

別記第２４号様式から別記第２６号様式まで

の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区職員の期末手当に関する規則及び江東

区職員の退職手当に関する条例施行規則の別記

様式による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律施行細則の一部を改正する規則

を公布する。 

 令和７年６月２日 

       江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第５１号 

   江東区感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律施行細則の一部を改

正する規則 

江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律施行細則（平成１１年３月江東

区規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の次に次の３条を加える。 

（積極的疫学調査等命令書） 

第１条の２ 法第１５条第８項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令によって準用される

場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令

によって適用される場合を含む。）の規定によ

り質問又は調査に応ずべきことの命令を行うと

き、又は行ったときは、積極的疫学調査等命令

書（別記第１号様式）により通知しなければな

らない。 

（検体提出等勧告書） 

第１条の３ 法第１６条の３第１項（法第４４条

の９第１項の規定に基づく政令によって準用さ

れる場合及び法第５３条第１項の規定に基づく

政令によって適用される場合を含む。）及び法

第４４条の１１第１項の規定により検体の提出

若しくは採取の勧告を行うとき、又は行ったと

きは、検体提出等勧告書（別記第１号の２様

式）により通知しなければならない。 

（検体採取措置書） 

第１条の４ 法第１６条の３第３項（法第４４条

の９第１項の規定に基づく政令によって準用さ

れる場合及び法第５３条第１項の規定に基づく

政令によって適用される場合を含む。）及び法

第４４条の１１第３項の規定により検体採取の

措置を行うとき、又は行ったときは、検体採取

措置書（別記第１号の３様式）により通知しな

ければならない。 

 第２条中「及び」を「（法第４４条の９第１項

の規定に基づく政令によって準用される場合及び

法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適

用される場合を含む。）及び法」に、「別記第１

号様式」を「別記第１号の４様式」に改める。 

 第３条中「及び」を「（法第４４条の９第１項

の規定に基づく政令によって準用される場合及び

法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適

用される場合を含む。）及び法」に改める。 

 第４条中「第１８条第１項」の次に「（法第４

４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用

される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく

政令によって適用される場合を含む。）」を加え

る。 

 第５条及び第６条中「第２６条において準用す

る場合を含む。）及び」を「第４４条の９第１項

の規定に基づく政令によって準用される場合、法

第２６条において準用する場合及び法第５３条第

１項の規定に基づく政令によって適用される場合

を含む。）及び法」に改める。 

 第７条及び第８条中「第２６条において準用す

る場合を含む。）並びに」を「第４４条の９第１
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項の規定に基づく政令によって準用される場合、

法第２６条において準用する場合及び法第５３条

第１項の規定に基づく政令によって適用される場

合を含む。）並びに法」に改める。 

 第８条の次に次の２条を加える。 

（検体提出等命令書） 

第８条の２ 法第２６条の３第１項及び法第２６

条の４第１項の規定（これらの規定が、法第４

４条の９第１項の規定に基づく政令によって準

用される場合及び法第５３条第１項の規定に基

づく政令によって適用される場合を含む。）並

びに法第５０条第１項の規定による検体若しく

は感染症の病原体の提出若しくは検体採取の命

令を行うとき、又は行ったときは、検体提出等

命令書（別記第７号の２様式）により通知しな

ければならない。 

（検体収去等措置書） 

第８条の３ 法第２６条の３第３項及び法第２６

条の４第３項の規定（これらの規定が、法第４

４条の９第１項の規定に基づく政令によって準

用される場合及び法第５３条第１項の規定に基

づく政令によって適用される場合を含む。）並

びに法第５０条第１項の規定による検体若しく

は感染症の病原体の無償での収去若しくは検体

採取の措置を行うとき、又は行ったときは、検

体収去等措置書（別記第７号の３様式）により

通知しなければならない。 

 第９条中「、第２９条第１項及び」を「及び法

第２９条第１項の規定（これらの規定が、法第４

４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用

される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく

政令によって適用される場合を含む。）並びに

法」に改める。 

 第１０条第１項を次のように改める。 

 法第３７条第１項に規定する申請は医療費公

費負担申請書（別記第９号様式）により、法第

４４条の９第１項の規定により準用される法第

３７条第１項に規定する申請、法第８条各項の

規定により適用される法第３７条第１項に規定

する申請及び法第５３条第１項の規定により適

用される法第３７条第１項に規定する申請は医

療費公費負担申請書（別記第９号の２様式）に

よるものとする。 

 第１０条第５項中「第３７条第２項」の次に

「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令に

よって準用される場合及び法第５３条第１項の規

定に基づく政令によって適用される場合を含

む。）」を加える。 

 第１７条中「第３８条第８項」を「第３８条第

１０項」に改める。 

 第１９条第１項を次のように改める。 

 法第４２条第１項に規定する申請は療養費支

給申請書（別記第２３号様式）により、法第４

４条の９第１項の規定により準用される法第４

２条第１項に規定する申請、法第８条各項の規

定により適用される法第４２条第１項に規定す

る申請及び法第５３条第１項の規定により適用

される法第４２条第１項に規定する申請は療養

費支給申請書（別記第２３号の２様式）による

ものとする。 

第２１条中「別記第２６号様式」を「別記第３

２号様式」に改め、同条を第２４条とする。 

第２０条中「別記第２５号様式」を「別記第３

１号様式」に改め、同条を第２３条とする。 

第１９条の次に次の３条を加える。 

（報告又は協力の求め） 

第２０条 法第４４条の３第１項及び法第５０条

の２第１項の規定により報告又は協力の求めを

行うとき、又は行ったときは、報告又は協力の

要請書（別記第２５号様式）により通知しなけ

ればならない。 

２ 法第４４条の３第２項及び法第５０条の２第

２項の規定により報告又は協力の求めを行うと

き、又は行ったときは、報告又は協力の要請書

（別記第２６号様式）により通知しなければな

らない。 

（新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者等

の医療費の公費負担） 

第２１条 法第４４条の３の２第１項及び法第５

０条の３第１項に規定する申請は医療費公費負

担申請書（別記第２７号様式）により、法第４

４条の９第１項の規定により準用される法第４

４条の３の２第１項及び法第８条第２項又は第

３項の規定により適用される法第４４条の３の

２第１項に規定する申請は医療費公費負担申請

書（別記第２７号の２様式）によるものとする。 

２ 前項の規定による申請書の作成に際し、患者

の病状等やむを得ない事由により、当該患者又

はその保護者が申請書を作成できない場合は、

当該患者に対して外出しないことの協力を求め

た保健所又は医療を行った第二種協定指定医療

機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づ

き申請書の作成を代行することができる。 

３ 区長は、第１項の申請に基づき公費負担する

ことを決定したときは、医療費公費負担決定通

知書（別記第２８号様式）により申請者に通知
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するものとする。 

４ 法第４４条の３の２第２項（法第４４条の９

第１項の規定により準用される場合を含む。）

及び法第５０条の３第２項の規定による患者等

の自己負担の額は、別表に定めるところにより

区長が認定する。 

５ 第３項に規定する公費負担の決定に当たり、

別表に定める認定基準により当該患者等の自己

負担が生じる場合は、区長は金額を明示してこ

れを通知し、患者等に対し当該自己負担に係る

請求をするものとする。 

６ 区長は、特別の事情があると認めるときは、

第４項の認定による自己負担額を変更し、又は

請求を猶予することができる。 

（新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者等

の療養費の支給の申請） 

第２２条 法第４４条の３の３第１項及び法第５

０条の４第１項に規定する申請は療養費支給申

請書（別記第２９号様式）により、法第４４条

の９第１項の規定により準用される法第４４条

の３の３及び法第８条第２項又は第３項の規定

により適用される法第４４条の３の３第１項に

規定する申請は療養費支給申請書（別記第２９

号の２様式）によるものとする。 

２ 区長は、前項の申請により療養費を支給する

ことを決定したときは、療養費支給決定通知書

（別記第３０号様式）により申請者に通知する

ものとする。 

３ 療養費の支給の申請及び患者等の自己負担に

ついては、前条第２項及び第４項から第６項ま

での規定を準用する。 

別表中「第１０条」を「第１０条、第２１条」

に改め、同表１の項中「の入院患者」を「（法第

４４条の３の２第２項において準用する場合、法

第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって

準用される場合、法第５０条の３第２項において

準用する場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令によって適用される場合を含む。）の患

者」に、「について法第１９条、第２０条」を

「について、法第１９条、法第２０条」に、「又

は第４６条」を「若しくは法第４６条」に、「の

属する年度（当該入院のあった」を「又は法第４

４条の３第２項若しくは法第５０条の２第２項の

規定による外出しないことの協力の求めのあった

月の属する年度（当該」に改め、「入院に」を削

る。 

 別記第１号様式を次のように改める。
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別記第１号様式（第１条の２関係） 

 
別記第１号様式の次に次の３様式を加える。 
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別記第１号の２様式（第１条の３関係） 
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別記第１号の３様式（第１条の４関係） 
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別記第１号の４様式（第２条関係） 

 
 別記第２号様式から別記第７号様式までを次のように改める。
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別記第２号様式（第３条関係） 
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別記第３号様式（第４条関係） 
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別記第４号様式（第５条関係） 
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別記第５号様式（第６条関係） 



（第 928 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 6 月 16 日（月曜日） 

 

 

 

52 

別記第６号様式（第７条関係） 
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別記第７号様式（第８条関係） 

 
別記第７号様式の次に次の２様式を加える。 
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別記第７号の２様式（第８条の２関係） 
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別記第７号の３様式（第８条の３関係） 

 
 別記第８号様式及び別記第９号様式を次のように改める。 
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別記第８号様式（第９条関係） 
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別記第９号様式（第１０条関係） 

 
 別記第９号様式の次に次の１様式を加える。
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別記第９号の２様式（第１０条関係） 

 
別記第１０号様式から別記第１３号様式までを次のように改める。
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別記第１０号様式（第１０条関係） 
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別記第１１号様式（第１０条関係） 
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別記第１２号様式（第１０条関係） 
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別記第１３号様式（第１０条関係） 
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 別記第２３号様式を次のように改める。 
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別記第２３号様式（第１９条関係） 

 
別記第２３号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第２３号の２様式（第１９条関係） 

 
 別記第２４号様式及び別記第２５号様式を次のように改める。 
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別記第２４号様式（第１９条関係） 



（第 928 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 6 月 16 日（月曜日） 

 

 

 

70 

別記第２５号様式（第２０条関係） 

 
 別記第２６号様式中「第２１条」を「第２４条」に改め、同様式を別記第３２号様式とし、別記第２

５号様式の次に次の８様式を加える。
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別記第２６号様式（第２０条関係） 
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別記第２７号様式（第２１条関係） 
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別記第２７号の２様式（第２１条関係） 
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別記第２８号様式（第２１条関係） 
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別記第２９号様式（第２２条関係） 
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別記第２９号の２様式（第２２条関係） 
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別記第３０号様式（第２２条関係） 
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別記第３１号様式（第２３条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律施行細則の別記様式による

用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 （ 教 ） 

 

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例施行規則及び江

東区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の

一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年５月２６日 

    江東区教育委員会 

教育長  本 多 健一郎   

教育委員 安 部 敏 啓   

◎江東区教育委員会規則第４号 

   江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行

規則及び江東区立幼稚園教育職員の期末手

当に関する規則の一部を改正する規則 

（江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部

改正） 

第１条 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規

則（平成１４年３月江東区教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め

る。 

（江東区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規

則の一部改正） 

第２条 江東区立幼稚園教育職員の期末手当に関

する規則（平成１２年３月江東区教育委員会規

則第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別記第３号様式中「禁錮」を「拘禁刑」に改

める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区立幼稚園教育職員の期末手当に関する

規則の別記第３号様式による用紙で、現に残存

するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 
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訓 令 

 

◎江東区訓令甲第１２号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

事  業  所    

 江東区安全衛生管理者等設置規程（平成３年２

月江東区訓令甲第１号）の一部を次のように改正

する。 

令和７年５月２８日 

江東区長  大久保 朋 果  

 第４条第１項第２号中「職員課長」を「支援担

当課長」に改める。 

   附 則 

この規程は、令和７年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓 令 （ 議 ） 

 

◎江東区議会訓令甲第３号 

江東区議会事務局    

 江東区議会議員政治倫理条例施行規程を次のよ

うに定める。 

  令和７年５月２３日 

江東区議会議長  釼 先 美 彦  

江東区議会議員政治倫理条例施行規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、江東区議会議員政治倫理条

例（令和７年５月江東区条例第２９号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（兼業の報告） 

第２条 条例第６条第１項の兼業報告書は、兼業

報告書（別記第１号様式）によるものとする。 

（請負の報告） 

第３条 条例第７条第１項の請負状況等報告書は、

請負状況等報告書（別記第２号様式）によるも

のとする。 

２ 条例第７条第２項の請負状況等訂正届は、請

負状況等訂正届（別記第３号様式）によるもの

とする。 

３ 議員は、議会及び議員の活動を積極的に区民

に明らかにし、自ら率先して説明責任を果たさ

なければならない。 

（報告書等の閲覧） 

第４条 条例第８条の規定により兼業報告書、請

負状況等報告書又は請負状況等訂正届（以下こ

れらを「報告書等」という。）の閲覧を請求し

ようとする者は、閲覧請求書（別記第４号様

式）を議長に提出するものとする。 

２ 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中

にしなければならない。 

３ 報告書等は、前項の場所以外に持ち出しては

ならない。 

４ 閲覧した者は、それによって得た情報を適正

に使用するとともに、その情報を不正に使用し

てはならない。 

５ 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、

加筆等の行為をしてはならない。 

６ 議長は、前各項の規定に違反する者に対して

は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する

ことができる。 

（調査請求書等） 

第５条 条例第９条第１項後段の調査請求書の様
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式は、調査請求書（別記第５号様式）によるも

のとする。 

２ 条例第９条第１項に規定する請求代表者は、

同項前段の規定により調査請求に係る署名を求

めようとするときは、署名簿（別記第６号様

式）に前項に規定する調査請求書の原本又は写

しを添えて提出するものとする。 
３ 前項の署名は、署名をする者が自筆により行

わなければならない。ただし、本人が署名する

ことができないときは、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号。以下「法」という。）第７４

条第８項の規定の例により委任を受けた者（区

内に住所を有する満１８歳以上の者に限る。）

が代筆することができる。 

４ 請求代表者は、法第７４条第７項に定める期

間は、調査請求し、又は署名を求めることがで

きない。 

５ 条例第９条第１項の調査請求の内容が議長に

関するものであるときは、次条及び第７条の規

定中「議長」とあるのは「副議長」と読み替え

るものとする。 

（調査請求の却下に係る要件） 

第６条 条例第９条第４項に規定する議長が別に

定める要件は、次に掲げるものとする。 

(1) 条例第５条第１項各号に定める政治倫理基

準に違反する行為に係る事項でないとき。 

(2) 調査請求の際、現に議員でない者に係る事

項であるとき。 

(3) 調査請求の際、現に条例第１０条第１項の

規定により委員会に付託されている事項又は

既に委員会の審査が終了している事項である

とき。 

（政治倫理基準の違反行為に対する措置） 

第７条 条例第１２条第１項の必要と認める措置

は、次に掲げるものとする。ただし、２以上の

措置を併せて講ずることを妨げない。 

(1) 議場における議長による注意 

(2) 本会議、委員会等の一定期間の出席停止勧

告 

(3) 議長、委員長等の役職辞任勧告 

(4) 議員辞職勧告 

（審査結果の公表等） 

第８条 条例第１３条に規定する審査結果の概要

の公表は、江東区議会ホームページ又はこうと

う区議会だよりへの掲載により行うものとする。 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事

項は、議長が別に定める。 

附 則 

この規程は、令達の日から施行する。 
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告         示 

 

◎江東区告示第２３５号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２０第１項及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の２８第１項の規定に

基づき事業所を指定したので、下記のとおり公示

する。 

令和７年５月７日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  エデュケア・マネジメント株式会社 

東京都江東区大島６‐２２‐６‐３０７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

相談支援事業所こうとうケア 

東京都江東区大島６‐２２‐６‐３０７ 

３ 指定年月日 

令和７年５月１日 

４ 事業の種類 

特定相談支援事業 

障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

  知的障害者・精神障害者・障害児・難病等対

象者 

                    

◎江東区告示第２３９号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年５月９日 

江東区長  大久保 朋 果  

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２４４号 

 下記事件につき、令和７年第１回江東区議会臨

時会を５月２３日に招集する。 

令和７年５月１６日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 

１ 特別委員会の廃止について 

２ 特別委員会の設置について 

３ 江東区議会議員政治倫理条例 

４ 専決処分した事件の報告及び承認について 

                    

◎江東区告示第２５１号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年５月２３日 

江東区長  大久保 朋 果  

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２５９号 

介護保険法第１１５条の２２第１項の規定によ

り指定介護予防支援事業者を指定したので、同法

第１１５条の３０の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和７年６月２日 

江東区長  大久保 朋 果  

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０７２３０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ロジケア清澄白河 

東京都江東区白河３‐３‐３‐１０１ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社ロジケア 

兵庫県芦屋市大原町４‐１０ 

理事長 佐野 武 

４ 指定年月日 

令和７年６月１日 

５ サービスの種類 

介護予防支援 

                    

◎江東区告示第２６０号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和７年６月２日 

江東区長  大久保 朋 果  
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記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０５３０９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

トーリツ・エス・サポート 

東京都江東区住吉２‐３‐１８井尾ビル１

階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社トーリツ 

東京都葛飾区東立石２‐１４‐１２ 

代表取締役 高垣 利明 

４ 廃止年月日 

令和７年５月１２日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第２６２号 

行旅死亡人について 

下記の者は、令和７年３月２４日午前７時４０

分頃、東京都江東区亀戸八丁目２２番旧中川河川

敷にて死亡しているところを発見されました。遺

体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は保管して

あります。 

心当たりの方は、当区生活支援部保護第二課ま

で申し出てください。 

令和７年６月２日 

江東区長  大久保 朋 果  

記 

１ 死亡人  本籍・住所・氏名不詳、年齢約３

０～４０歳代、男性 

２ 特 徴  中髪、白髪交じり、面長、中肉、 

身長１６１ｃｍ、カーキ色トレー

ナー、黒色ズボン、黒色運動靴 

                    

◎江東区告示第２６７号 

 下記事件につき、令和７年第２回江東区議会定

例会を６月１１日に招集する。 

令和７年６月４日 

江東区長  大久保 朋 果  

記 

１ 令和６年度江東区繰越明許費繰越計算書につ

いて 

２ 令和７年度江東区一般会計補正予算（第１

号） 

３ 包括外部監査契約の締結について 

４ 江東区奨学資金貸付金の返還請求に関する民

事訴訟の提起について 

５ 仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（Ａ‐２

工区）請負契約 

６ 若洲公園整備事業（特定公園施設）整備工事

請負契約 

７ 江東区江東公会堂改修工事請負契約 

８ 江東区江東公会堂電気設備改修工事請負契約 

９ 江東区江東公会堂機械設備改修工事請負契約 

１０ 特別養護老人ホーム塩浜ホーム改修工事請

負契約 

１１ 特別養護老人ホーム塩浜ホーム電気設備改

修工事請負契約 

１２ 特別養護老人ホーム塩浜ホーム機械設備改

修工事請負契約 

１３ 江東区亀高第二保育園改修工事請負契約 

１４ 江東区南砂第三保育園改修工事請負契約 

１５ 江東区立東雲小学校校舎その他改修工事請

負契約 

１６ 江東区立東雲小学校校舎その他電気設備改 

修工事請負契約 

１７ 江東区立東雲小学校校舎その他機械設備改

修工事請負契約 

１８ 議決を得た契約の契約変更について（仙台

堀川公園周辺路線道路改良工事（Ａ‐１工

区）請負契約） 

１９ 議決を得た契約の契約変更について（横十

間川水門橋改築工事請負契約） 

２０ 議決を得た契約の契約変更について（取水

ポンプ所改築に伴う仙台堀川公園復旧工事請

負契約） 

２１ 議決を得た契約の契約変更について（砂潮

橋塗装工事請負契約） 

２２ 議決を得た契約の契約変更について（千石

橋東側塗装工事請負契約）  

２３ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区スポーツ会館改修工事請負契約） 

２４ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区スポーツ会館電気設備改修工事請負契約） 

２５ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区スポーツ会館機械設備改修工事請負契約） 

２６ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区障害者福祉センター改修工事請負契約） 

２７ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区障害者福祉センター電気設備改修工事請負

契約） 

２８ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区障害者福祉センター機械設備改修工事請負

契約） 

２９ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区深川南部保健相談所外１ヶ所改修工事請負
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契約） 

３０ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区深川南部保健相談所外１ヶ所電気設備改修

工事請負契約） 

３１ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区深川南部保健相談所外１ヶ所機械設備改修

工事請負契約） 

３２ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立小名木川小学校改築電気設備工事請負契

約） 

３３ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立小名木川小学校改築機械設備工事請負契

約） 

３４ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立深川第六中学校校舎その他改修工事請負

契約） 

３５ 江東区職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例 

３６ 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例 

３７ 江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

３８ 江東区特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

３９ 江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

４０ 江東区保育費用徴収条例の一部を改正する

条例 

４１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律の改正に伴う関係条例の

整理に関する条例 

４２ 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

                    

◎江東区告示第２６８号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年６月５日 

江東区長  大久保 朋 果  

〔別紙省略〕 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第６号 

 江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第１０条第１項の規定に基づき、

下記について江東区指定文化財に指定する。 

  令和７年５月１２日 

江東区教育委員会          

教育長  本多 健一朗    

記 

新規指定 

１ 江東区指定有形文化財（建造物） 

 （１）新大橋親柱 

     江東区新大橋１‐２ 新大橋東詰公園 

          平成２２年３月２６日登録 

                    

◎江東区教育委員会告示第７号 

 江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第４条第１項の規定に基づき、

下記について江東区登録文化財に登録する。 

  令和７年５月１２日 

江東区教育委員会          

教育長  本多 健一朗    

記 

新規登録 

１ 江東区登録無形文化財（生活技術） 

 （１）木工（桶） 

     江東区千田６‐１０ 川又 勝美 

 

２ 江東区登録史跡 

（１）石田波郷宅跡 

     江東区北砂２‐１付近 

                    

◎江東区教育委員会告示第８号 

 下記により、令和７年第５回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和７年５月２０日 

江東区教育委員会          

教育長  本多 健一朗    

記 

１ 日時 令和７年５月２３日（金） 

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

  日程第１ 議案第１７号 江東区奨学資金貸

付金の返還請求に

関する民事訴訟の

提起に関する意見

聴取 

  日程第２ 議案第１８号 江東区立学校の学

校医、学校歯科医

及び学校薬剤師の

公務災害補償に関

する条例施行規則

及び江東区立幼稚

園教育職員の期末

手当に関する規則

の一部を改正する

規則 

  日程第３ 議案第１９号 江東区立東雲小学

校校舎その他改修

工事請負契約に関

する意見聴取 

  日程第４ 議案第２０号 江東区立東雲小学

校校舎その他電気

設備改修工事請負

契約に関する意見

聴取 

  日程第５ 議案第２１号 江東区立東雲小学

校校舎その他機械

設備改修工事請負

契約に関する意見

聴取 

  日程第６ 議案第２２号 議決を得た契約の

契約変更に関する

意見聴取（江東区

立深川第六中学校

校舎その他改修工

事） 

  日程第７ 議案第２３号 議決を得た契約の

契約変更に関する

意見聴取（江東区

立小名木川小学校

改築電気設備工

事） 

  日程第８ 議案第２４号 議決を得た契約の

契約変更に関する

意見聴取（江東区

立小名木川小学校

改築機械設備工

事） 

  日程第９ 議案第２５号 江東区立幼稚園教

育職員の勤務時間、

休日、休暇等に関

する条例の一部を
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改正する条例に関

する意見聴取 

  日程第１０ 議案第２６号 江東区立幼稚園

教育職員の勤務

時間、休日、休

暇等に関する条

例施行規則の一

部を改正する規

則 

４ 報告事項 

(1) 江東区教育施策大綱の策定について ほか 

５ 協議事項 

(1) 江東区マンション建設計画の事前届出等に

関する条例第１０条に定める施設状況の公表

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第９号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

０条の１１の規定により、江東区の在外選挙人名

簿から、別紙のとおり１名を抹消した。 

令和７年５月２０日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり２名を抹消した。 

令和７年６月２日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和７年６月２日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，６３７ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

１３８，６４２ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

７１，９７５ 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和６年度第４回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

令和７年５月１５日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        佐 竹 としこ    

同        やしきだ 綾香    

同        河 野 清 史    

〔別紙〕 

令和６年度第４回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

令和４年度、５年度及び６年度における小

学校、中学校、幼稚園（以下「学校（園）」

という。）の財務に関する事務の執行状況及

び施設の管理状況について監査を実施した。 

なお、本年度は、「特別教室（図工室、美

術室、家庭科室等）における安全管理につい

て」を重点監査項目とした。 

２ 監査の対象施設 

(1) 小学校（１４校） 

深川、臨海、越中島、元加賀、枝川、第

一亀戸、香取、第二大島、大島南央、砂

町、第三砂町、第五砂町、東砂、亀高 

(2) 中学校（８校） 

深川第一、深川第三、深川第四、深川第

七、第三亀戸、大島西、第三砂町、第二

南砂 

  (3) 幼稚園（５園） 

    元加賀、枝川、第一亀戸、大島、第五砂

町 

 ３ 監査の実施期日 

   令和７年１月１６日から同年２月１４日ま

でのうち１５日間 

第２ 監査の手続 

監査対象施設の概要及び歳出予算の執行状

況等の関係資料の提出を求め、監査当日は、

関係職員の説明を聴取しつつ、関係書類及び

帳簿との照査突合を行うとともに、施設の内

外についても必要と認める監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務及び施設

管理は、法令等に従い、概ね適正かつ効率的

に執行又は処理されていると認められ、また

重点監査項目の特別教室（図工室、美術室、

家庭科室等）における安全管理についても、

特に指摘する事項はないが、一部において不

適正な事例があったので別項で意見を付す。 

なお、監査の際に散見された事務上の軽微

な誤りについては、各学校（園）及び関係部

署に対し、口頭で改善を促した。 

第４ 監査委員意見 

学校教職員向け勤怠管理システムが導入さ

れてから約４年が経過した。導入から約１年

後に実施した監査では、学校から操作性等の

課題があることを聴取したが、学校と教育委

員会事務局が連携し改善を重ねてきたこと

で、現在は概ね順調に運用がなされているこ

とが今回の監査で確認できた。 

そのうえで、一部の学校において以下のよ

うな不適正な事例が見受けられた。 

  (1) 出勤簿に打刻エラーや早退、遅刻の表示

が残ったまま処理されていない。 

(2) 休暇・職免等処理簿において、子どもの

看護休暇や慶弔休暇、職務専念義務の免除

を申請した際の事由（摘要欄）が正しく入

力されておらず、申請基準を満たしている

か確認できない。 

システムの導入は、一般的に業務効率の向上

が期待されるものであるが、処理が滞ったり、

誤った認識のまま処理を続けてしまうと、修正

にも時間を要し、却って整理保管者の負担が大

きくなってしまう側面もある。 

各学校におかれては、システムの利点を十分

活用し、整理保管者のみならず、職員一人ひと

りが出勤記録の適正な処理を行われたい。 

また、会計年度任用職員の勤怠管理について

は、令和４年度及び５年度に引き続き、今年度

に実施した学校（園）においても不適正な事例

が多く見られ、多様な職種や勤務形態に起因す

る出勤簿管理の煩雑さが常態化している。 

教育委員会事務局においては、実態を今一度

確認し、勤怠管理の適正性を向上させ、学校

（園）現場の負担を軽減する方策がないか検討

されたい。 

【参照】江東区立学校職員出勤記録及び出勤簿理

規程 

(出勤記録の確認) 

第５条 職員（出勤簿適用職員を除く。以下こ

の条において同じ。）は、自己の出勤記録を

確認し、出勤、勤務の状況等に関する事実と

異なる場合は、速やかにシステムにより修正

しなければならない。 

２ 整理保管者は、職員の出勤、勤務の状況等

に関する事実及び出勤記録を確認し、必要が

あると認める場合は、速やかに当該職員に出

勤記録をシステムにより修正させなければな 

らない。 
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区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和７年第１回臨時会） 

 ５月２３日、会期１日で開会した令和７年第１

回江東区議会臨時会において、別記の事項を議決

した。 

１ 選任同意（区長提出） 

  議案第３８号 江東区監査委員選任同意方に

ついて 

              金 子 ひさし  

              髙 村 きよみ  

（５月２３日同意） 

２ 報告（区長提出） 

報告第１号 専決処分した事件の報告及び承

認について 

（５月２３日承認） 

３ 議案（議員提出） 

議案第２号 交通対策推進・地下鉄８号線延

伸特別委員会の廃止について 

議案第３号 庁舎建設についての特別委員会

の設置について 

議案第４号 江東区議会議員政治倫理条例 

（以上５月２３日原案可決） 

４ その他の議決事項等 

  常任委員会委員の選任について 

議会運営委員会委員の選任について 

（以上５月２３日選任） 

  清掃港湾・臨海部対策特別委員会委員の辞任

許可及び選任について 

防災・まちづくり対策特別委員会委員の辞任

許可及び選任について 

医療・介護・高齢者支援特別委員会委員の辞

任許可及び選任について 

（以上５月２３日許可及び選任） 

議長辞職許可について 

副議長辞職許可について 

（以上５月２３日許可） 

  議長選挙     釼 先 美 彦（当選） 

副議長選挙    関 根 友 子（当選） 

（以上５月２３日選挙） 

 

 


